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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

ｗ 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

 

第３編 災害応急対策計画（風水害対策編） 

第１章 基本方針 

第２ 円滑な災害応急活動の実施 

 ～ 

 なお、災害応急活動の実施に当たっては、災害が発生するおそれがあ

る段階も含めて時系列に実施すべき事項を把握し、対処することが必要

である。こうした観点から、災害応急対策の主な流れを示す。 

～ 

■災害応急対策の主な流れ 

時間 

経過 
気象等の状況 市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、 

従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○避難判断水

位を突破

し、更に水

位上昇のお

それ 

○水防警報３

号 

○水防指令３

号 

 

※中規模被害

発生 

■第２号配備態

勢・ 

災害対策本部設

置 

○高齢者等避難

対応 

○要援護者支援 

○避難所開設 

○食料、物資の

供給 

○施設の応急対

策、被害箇所

への対応 

■自治会、自

主防災会災

害対策本部

設置 

○地域住民に

高齢者等避

難情報の伝

達 

○地区公民館

等避難所の

開設 

○地域内の要

援護者の避

難誘導 

○家族、近

所の要援

護者の避

難誘導 

 

 

 

 

１章 

第２ 

108頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇市地域防災計画 

 

第３編 災害応急対策計画（風水害対策編） 

第１章 基本方針 

第２ 円滑な災害応急活動の実施 

 ～ 

 なお、災害応急活動の実施に当たっては、             

       時系列に実施すべき事項を把握し、対処することが必要

である。こうした観点から、災害応急対策の主な流れを示す。 

～ 

■災害応急対策の主な流れ 

時間 

経過 
気象等の状況 市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、 

従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○避難判断水

位を突破

し、更に水

位上昇のお

それ 

○水防警報３

号 

○水防指令３

号 

 

※中規模被害

発生 

■第２号配備態

勢・ 

災害対策本部設

置 

○避難準備・高

齢者等避難開

始対応 

○要援護者支援 

○避難所開設 

○食料、物資の

供給 

○施設の応急対

策、被害箇所

への対応 

■自治会、自

主防災会災

害対策本部

設置 

○地域住民に

避難準備情

報の伝達 

○地区公民館

等避難所の

開設 

○地域内の要

援護者の避

難誘導 

○家族、近

所の要援

護者の避

難誘導 

 

 



- 2 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

１章 

第２ 

109 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

２ 

110 頁 

 

 

 

 

時間 

経過 
気象等の状況 市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、 

従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○氾濫危険水

位（特別警

戒水位）を

突破し、更

に水位上昇

のおそれ 

 

※甚大被害発

生 

■第３号配備

態勢 

○避難指示、

緊急安全確

保 

○自衛隊派遣

要請 

 

○地域住民に

避難指示、

緊急安全確

保の伝達 

○地域住民の

避難誘導 

○地区公民館

避難所の運

営 

○避難、命

を守るた

めの最善

の行動 

 

 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

第１節 組織の設置 

第１ 災害警戒本部 

２ 災害警戒本部の組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監、都市経営部長、庁舎等総合調整担当理事、総務部

長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理事、産業活力 

  再生部長、建設水道部長、病院事務局長、教育部長、議会事務局長、

消防団長とし、北はりま消防本部消防長(代)、西脇多可行政事務組 

  合事務局長は参与として加わる。 

 (5)～(7) （略） 

 

１章 

第２ 

109頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

２ 

110頁 

 

 

 

 

時間 

経過 
気象等の状況 市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、 

従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○氾濫危険水

位（特別警

戒水位）を

突破し、更

に水位上昇

のおそれ 

 

※甚大被害発

生 

■第３号配備

態勢 

○避難勧告・

避難指示

（緊急）、

災害発生情

報 

○自衛隊派遣

要請 

 

○地域住民に

避難勧告・

指示、災害

発生情報の

伝達 

○地域住民の

避難誘導 

○地区公民館

避難所の運

営 

○避難、命

を守るた

めの最善

の行動 

 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

第１節 組織の設置 

第１ 災害警戒本部 

２ 災害警戒本部の組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監、都市経営部長、新庁舎建設担当理事、総務部長、

福祉部長、くらし安心部長           、産業活力再生

部長、建設水道部長、病院事務局長、教育部長、議会事務局長、消

防団長とし、北はりま消防本部消防長(代)、西脇多可行政事務組合

事務局長は参与として加わる。 

 (5)～(7) （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

１節 

第１ 

３ 

110 頁 

 

２章 

１節 

第１ 

３ 

112 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第２ 

２ 

114 頁 

３ 災害警戒本部の設置場所 

  市役所２階「くらし安心部防災安全課」又は３階「大会議室」とす

る。 

 

 

 

■災害警戒本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 災害対策本部 

２ 災害対策本部の組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監、都市経営部長、庁舎等総合調整担当理事、総務部

長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理事、産業活力 

  再生部長、建設水道部長、病院事務局長、教育部長、議会事務局長、

消防団長とし、北はりま消防本部消防長(代)           

    、西脇多可行政事務組合事務局長は参与として加わる。 

２章 

１節 

第１ 

３ 

110頁 

 

２章 

１節 

第１ 

３ 

112頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第２ 

２ 

114頁 

３ 災害警戒本部の設置場所 

  市役所１階「くらし安心部防災安全課」又は２階「第１会議室・応

接室」とする。 

 

 

 

■災害警戒本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 災害対策本部 

２ 災害対策本部の組織 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監、都市経営部長、新庁舎建設担当理事、総務部長、

福祉部長、くらし安心部長           、産業活力再生

部長、建設水道部長、病院事務局長、教育部長、議会事務局長、消

防団長とし、北はりま消防本部消防長(代)、北播磨清掃事務組合事

務局長、西脇多可行政事務組合事務局長は参与として加わる。 

 

災害警戒本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監、都市経営部長、庁舎等総合調整担当理事、総務部 

      長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理 

      事、産業活力再生部長、建設水道部長、教育部長、議 

      会事務局長、消防団長 

参  与   北はりま消防本部消防長（代） 

事 務 局   くらし安心部 

災害警戒本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監、都市経営部長、新庁舎建設担当理事、総務部長、 

      福祉部長、くらし安心部長           、 

      産業活力再生部長、建設水道部長、教育部長、議会事 

      務局長、消防団長 

参  与   北はりま消防本部消防長（代） 

事 務 局   くらし安心部 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３ 

114 頁 

 

２章 

１節 

第３ 

116 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

117 頁 

３ 災害対策本部の設置場所 

  市役所３階「大会議室」とする。 

 

第３ 現地本部 

■災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害対策本部の事務分掌 

部 班名 
担当

部課 
事務分掌 

本部 災害対策本

部 

（本部長） 

本部

員 

・災害対策本部の設置及び廃止 

・災害対策活動の総括 

・配備態勢の決定 

・高齢者等避難、避難指示、緊急安全確

保の発令 

・現地災害対策本部の設置及び廃止の決

定 

・その他各班の災害対策活動における重

要事項の決定 

・災害対策に関する県との調整（技監） 
 

３ 

114頁 

 

２章 

１節 

第３ 

116頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

117頁 

３ 災害対策本部の設置場所 

  市役所２階「第１会議室」及び「応接室」とする。 

 

第３ 現地本部 

■災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害対策本部の事務分掌 

部 班名 
担当

部課 
事務分掌 

本部 災害対策本

部 

（本部長） 

本部

員 

・災害対策本部の設置及び廃止 

・災害対策活動の総括 

・配備態勢の決定 

・避難準備情報、避難勧告・指示、災害 

発生情報の発令 

・現地災害対策本部の設置及び廃止の決 

 定 

・その他各班の災害対策活動における重 

要事項の決定 

・災害対策に関する県との調整（技監） 
 

 

災害対策本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監、都市経営部長、庁舎等総合調整担当理事、総務部 

      長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理 

      事、産業活力再生部長、建設水道部長、病院事務局長、 

      教育部長、議会事務局長、消防団長 

参  与  北はりま消防本部消防長（代） 

      （削る） 

西脇多可行政事務組合事務局長 

事 務 局  くらし安心部 

災害対策本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監、都市経営部長、新庁舎建設担当理事、総務部長、 

      福祉部長、くらし安心部長           、 

      産業活力再生部長、建設水道部長、病院事務局長、 

教育部長、議会事務局長、消防団長 

参  与  北はりま消防本部消防長（代） 

      北播磨清掃事務組合事務局長 

西脇多可行政事務組合事務局長 

事 務 局  くらし安心部 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

２章 

１節 

第３ 

117 頁 

 

部 班名 担当部課 事務分掌 

本

部

事

務

局 

情報共有処理班 

（防災安全課長） 

防災安全課 

戸籍住民課 

健康課 

・収集した情報に対する対応

の検討 

・対応する部・班の決定・連 

 絡 

・消防団の調整 

・県への報告・調整 

（フェニックス防災システ 

ムの入力含む。） 

・消防本部・警察・自衛隊と 

の連絡調整 

・ライフライン関係機関との 

連絡調整 

（関西電力・関西電力送配 

電・ＮＴＴ・ガス・ＪＲ） 

・被害情報・重要決定事項の 

記録・整理 

・被害情報・重要決定事項の 

庁内周知 

・本部会議資料・広報資料の 

作成 

・被害報告書の作成 

・県、国及び議会等に対する 

要望 

・自衛隊の派遣要請  

・応援協定に基づく応援要請 
 

 

２章 

１節 

第３ 

117頁 

 

部 班名 担当部課 事務分掌 

本

部

事

務

局 

情報共有処理班 

（防災安全課長） 

防災安全課 

戸籍住民課 

健康課 

・収集した情報に対する対応

の検討 

・対応する部・班の決定・連 

 絡 

・消防団の調整 

・県への報告・調整 

（フェニックス防災システ 

ムの入力含む。） 

・消防本部・警察・自衛隊と 

の連絡調整 

・ライフライン関係機関との 

連絡調整 

（関西電力        

 ・ＮＴＴ・ガス・ＪＲ） 

・被害情報・重要決定事項の 

記録・整理 

・被害情報・重要決定事項の 

庁内周知 

・本部会議資料・広報資料の 

作成 

・被害報告書の作成 

・県、国及び議会等に対する 

要望 

・自衛隊の派遣要請  

・応援協定に基づく応援要請 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

１節 

第３ 

121 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

２節 

第１ 

1 

125 頁 

 

 

 

 

 

２章 

２節 

第１ 

４ 

127 頁 

 

○西脇多可行政事務組合 

班名 担当部課 事務分掌 

応援班 総務課 

農業共済課 

認定審査課 

※派遣職員除く 

西脇市各班の応援 

清掃班 業務課 ・避難所のごみ収集 

・廃棄物の撤去及び処理 

（削る） 

（削る）           

（削る）               

            

 

第２節 配備、動員 

第１ 非常配備態勢 

１ 態勢区分 

【解説】 

※９ 表の配備の目安の水位に達していなくても、今後避難判断水位・

氾濫危険水位（特別警戒水位）・計画高水位に達すると予想され、高齢

者等避難、避難指示を発令する可能性がある場合は、早い段階で必要な

配備態勢をとり、広報、避難所派遣等必要な対応の準備を行う。 

 

 

４ 非常配備態勢下の活動 

 (3) 第２号・第３号配備態勢下の活動 

  ① 本部長は、災害対策本部員会議を招集する。本部員会議は特別

の指示がない限り、市役所大会議室で開催する。 

２章 

１節 

第３ 

121頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

２節 

第１ 

1 

125頁 

 

 

 

 

 

２章 

２節 

第１ 

４ 

127頁 

 

○西脇多可行政事務組合 

班名 担当部課 事務分掌 

応援班 総務課 

農業共済課 

認定審査課 

※派遣職員除く 

西脇市各班の応援 

（新設）               

            

○北播磨清掃事務組合 

班名 担当部課 事務分掌 

清掃班 業務課 ・避難所のごみ収集 

・廃棄物の撤去及び処理 

 

第２節 配備、動員 

第１ 非常配備態勢 

１ 態勢区分 

【解説】 

※９ 表の配備の目安の水位に達していなくても、今後避難判断水位・

氾濫危険水位（特別警戒水位）・計画高水位に達すると予想され、避難

準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令する可能

性がある場合は、早い段階で必要な配備態勢をとり、広報、避難所派遣

等必要な対応の準備を行う。 

 

４ 非常配備態勢下の活動 

 (3) 第２号・第３号配備態勢下の活動 

  ① 本部長は、災害対策本部員会議を招集する。本部員会議は特別

の指示がない限り、市役所応接室で開催する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

３節 

第１ 

１ 

130 頁 

 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第１ 通信の確保 

１ 通信機能の確保 

 

 主な手段 主な通信区間 

通

信

系 

防災行政無線 

（統制台・移動局23基） 

本部（本部事務局）統制台～移動局 

本部（本部事務局、活動班本部）用

移動局～移動局 

（削る）                 

消防無線 
消防本部～消防団～本部（本部事務

局） 

携帯電話 本部（各部）～現場職員等 

（削る）             

警察専用電話施設 
西脇警察署～駐在所・派出所～兵庫

県警察本部 
 

２章 

３節 

第１ 

１ 

130頁 

 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第１ 通信の確保 

１ 通信機能の確保 

 

 主な手段 主な通信区間 

通

信

系 

防災行政無線 

（移動局・固定局） 

本部（各部）～移動局（21基） 

本部（本部事務局）～固定局（６

局） 

水道無線 本部（建設水道部）～現場職員等 

消防無線 
消防本部～消防団～本部（本部事務

局） 

携帯電話 本部（各部）～現場職員等 

自動車電話 本部（総務部）～市長車 

警察専用電話施設 
西脇警察署～駐在所・派出所～兵庫

県警察本部 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

３節 

第２ 

131 頁 

132 頁 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第２ 気象情報・河川情報等の収集・伝達 

■主な気象情報・河川情報等の内容と注意点 

情報項目 内容 発表者 入手方法 備考 

土砂災害

警戒情報 

 

 

 

 

大雨による土

砂災害発生の

危険度が高ま

ったとき、市

町長が避難指

示等を発令す

る際の判断や

住民の自主避

難の参考とな

るよう、県と

神戸地方気象

台が共同で発

表する防災情

報 

県 

神戸地方気象

台 

フェニックス防

災端末、衛星Ｆ

ＡＸ、インター

ネット、にしわ

き防災ネット

（メール配信）

等 

避難指示等の

発令の参考と

する。 

特別警報 数十年に一度
の降雨量とな
る大雨が予測
され     
       
       
       
       
       
      
る場合 

神戸地方気象
台 

フェニックス防
災端末、衛星Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、にしわ
き防災ネット 
（メール配信）、 
テレビ、ラジオ
等 

特別警報の情
報はにしわき
防災ネットで
メール配信及
び、防災行政
無線で放送を
行う。 

 

２章 

３節 

第２ 

131頁 

132頁 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第２ 気象情報・河川情報等の収集・伝達 

■主な気象情報・河川情報等の内容と注意点 

情報項目 内容 発表者 入手方法 備考 

土砂災害

警戒情報 

 

 

 

 

大雨による土

砂災害発生の

危険度が高ま

ったとき、市

町長が避難勧

告等を発令す

る際の判断や

住民の自主避

難の参考とな

るよう、県と

神戸地方気象

台が共同で発

表する防災情

報 

県 

神戸地方気象

台 

フェニックス防

災端末、衛星Ｆ

ＡＸ、インター

ネット、にしわ

き防災ネット

（メール配信）

等 

避難勧告等の

発令の参考と

する。 

特別警報 数十年に一度
の降雨量とな
る大雨が予測
され、若しく
は数十年に一
度の強度の台
風や同程度の
温帯低気圧に
より大雨にな
ると予想され
る場合 

神戸地方気象
台 

フェニックス防
災端末、衛星Ｆ
ＡＸ、インター
ネット、にしわ
き防災ネット 
（メール配信）、 
テレビ、ラジオ
等 

特別警報の情
報はにしわき
防災ネットで
メール配信及
び、防災行政
無線で放送を
行う。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報項目 内容 発表者 入手方法 備考 

雨雲の動
き（ﾚｰﾀﾞｰ
･降水ﾅｳｷｬ
ｽﾄ） 

60分先までの降
雨強度の分布予
測（10分更新） 

気象庁 気象庁ホーム
ページ 

雨雲の流れ、
降雨強度等の
予測の参考と
する。 

キキクル 
（危険度
分布） 

大雨による災害
の危険度の高ま
りを地図上に表
示する。 

気象庁 気象庁ホーム
ページ 

浸水害、洪水、
土砂災害予測 
の参考とする。 

洪水予報 国土交通省と神

戸地方気象台が

共同で発表する

氾濫注意情報、

氾濫警戒情報、

氾濫危険情報、

氾濫発生情報 

国土交通省、

神戸地方気象

台 

 

衛星ＦＡＸ、

フェニックス防

災端末、イン

ターネット等 

西脇市では板

波水位観測所

が対象 

避難指示等の

判断を行う上

で非常に重要

な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報項目 内容 発表者 入手方法 備考 

雨雲の動
き（ﾚｰﾀﾞｰ
･降水ﾅｳｷｬ
ｽﾄ） 

60分先までの降
雨強度の分布予
測（10分更新） 

気象庁 気象庁ホーム
ページ 

雨雲の流れ、
降雨強度等の
予測の参考と
する。 

     
     
    

        
        
        
     

           
    

       
       
       
 

洪水予報 国土交通省と神

戸地方気象台が

共同で発表する

氾濫注意情報、

氾濫警戒情報、

氾濫危険情報、

氾濫発生情報 

国土交通省、

神戸地方気象

台 

 

衛星ＦＡＸ、

フェニックス防

災端末、イン

ターネット等 

西脇市では板
波水位観測所
が対象 
避難勧告等の
判断を行う上
で非常に重要
な情報 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

３節 

第１ 

１ 

160 頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

３節 

第３ 

163 頁 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第３節 交通・輸送対策 

第１ 交通確保対策 

１ 被災情報及び交通情報の収集 

 (1) 道路管理者及び警察署は、災害警戒段階から、緊密に連携し、そ 

  れぞれ所管する道路あるいは地域における道路の巡視、点検を行い、 

  被災状況等を把握するとともに、通行の禁止又は制限に関する情報

を収集する。 

   特に、避難指示等が発表された場合は、避難対象地区の道路の冠

水状況等を確認し、市（本部事務局）に報告する。 

 

第３ ヘリコプターの運航 

 (1) （略） 

 (2) 要請手続 

  県消防防災ヘリコプター緊急運航の要請は、市長又は消防長又はそ

れらの者から委任された者が、防災監が指定する電話会議システムに 

 より行うものとし、その後、「消防防災ヘリコプター緊急運航要請書」 

 を消防防災航空隊にファクシミリ等により提出する。 

  ただし、県災害対策本部（災害警戒本部）が設置された場合は、災

害対策本部事務局に要請を行うこととする。 

３章 

３節 

第１ 

１ 

160頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

３節 

第３ 

163頁 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第３節 交通・輸送対策 

第１ 交通確保対策 

１ 被災情報及び交通情報の収集 

 (1) 道路管理者及び警察署は、災害警戒段階から、緊密に連携し、そ 

  れぞれ所管する道路あるいは地域における道路の巡視、点検を行い、 

  被災状況等を把握するとともに、通行の禁止又は制限に関する情報

を収集する。 

   特に、避難勧告等が発表された場合は、避難対象地区の道路の冠

水状況等を確認し、市（本部事務局）に報告する。 

 

第３ ヘリコプターの運航 

 (1) （略） 

 (2) 要請手続 

  県消防防災ヘリコプター緊急運航の要請は、市長又は消防長が「消

防防災ヘリコプター緊急運航要請書」により、ファクシミリ等で県防

災監に要請するものとし、手続は神戸市消防局に対して行う。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

１ 

167 頁 

第４節 避難対策 

第１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 

１ 高齢者等避難、避難指示 

  市民の迅速かつ円滑な避難を実現するため、消防、警察、自治会、

自主防災会、民生委員・児童委員等の協力を得て避難行動を行う。 

  特に高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の災害時要援護者の避難支援

対策を構築する必要がある。このため、避難指示の前に、市民に対し

て避難準備を呼びかけるとともに、避難行動に時間を要する災害時要

援護者等に対して、早めの段階で避難を開始することを求める高齢者

等避難を伝達し、その避難行動を支援する｡ 

 

３章 

４節 

第１ 

１ 

167頁 

第４節 避難対策 

第１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害 

発生情報 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急） 

  市民の迅速かつ円滑な避難を実現するため、消防、警察、自治会、

自主防災会、民生委員・児童委員等の協力を得て避難行動を行う。 

  特に高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の災害時要援護者の避難支援 

 対策を構築する必要がある。このため、避難勧告及び避難指示（緊急） 

 の前に、市民に対して避難準備を呼びかけるとともに、避難行動に時

間を要する災害時要援護者等に対して、早めの段階で避難を開始する

ことを求める避難準備・高齢者等避難開始を伝達し、その避難行動を

支援する｡ 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

１ 

168 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

168 頁 

避難指示の発令権限と要件は、次のとおりである。 

■避難指示の発令権者及び要件 

発令権者 実施の要件・内容 根拠法令 

市長 

 災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、 

人の生命又は身体を災害から保護し、その他災

害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、必要と認める居住者等に対し、避難

の指示することとする。 

※必要があるときは、その立ち退き先を指示で

きる。 

※避難のための立退きを指示し、又は立ち退き

先を指示したときは、速やかに、知事に報告

しなければならない。 

※避難の必要がなくなったときは、直ちに公示

しなければならない。 

災害対策

基本法 

第60条 

 

 

 

２ 実施基準 

  災害対策本部（本部員）は、次の実施基準及び発令の目安等を参考

に高齢者等避難及び避難の指示を行う。 

  なお、西脇市防災マップの浸水想定区域、高齢者等の災害時要援護

者が利用する施設、重要水防区域、住宅に近接する危険個所等の災害

リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定すること

とする。 

３章 

４節 

第１ 

１ 

168頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

168頁 

避難勧告・避難指示（緊急）の発令権限と要件は、次のとおりである。 

■避難勧告・避難指示（緊急）の発令権者及び要件 

発令権者 実施の要件・内容 根拠法令 

市長 

 災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、 

人の生命又は身体を災害から保護し、その他災 

害の拡大を防止するため特に必要があるときは、 

必要な地域の居住者、滞在者その他の者に対し、 

避難を勧告し、急を要するときは避難を指示で

きる。 

※必要があるときは、その立ち退き先を指示で

きる。 

※勧告、指示、又は立ち退き先を指示したとき

は、速やかに、知事に報告しなければならな

い。 

※避難の必要がなくなったときは、直ちに公示

しなければならない。 

災害対策

基本法 

第60条 

 

 

２ 実施基準 

  災害対策本部（本部員）は、次の実施基準及び発令の目安等を参考

に避難準備及び避難の勧告・指示を行う。 

  なお、西脇市防災マップの浸水想定区域、高齢者等の災害時要援護

者が利用する施設、重要水防区域、住宅に近接する危険箇所から優先

して伝達する｡ 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

２ 

169 頁 

■避難の実施基準 

種別 条件 伝達内容 伝達方法 

高齢者

等避難 

①気象条件等により過去の災害

発生例、地形等から判断すれば

災害発生のおそれがあり、事態

の推移によっては避難指示等を

行うことが予想されるとき。 

② (1)洪水、 (2)土砂災害に定 

める発令の目安（別表）に達し、 

災害が発生するおそれがあると

き。 

①避難準備

（要援護者は

避難開始）を

すべき理由 

②対象地区 

③携行品 

④その他注意 

①防災行政無

線 

②サイレン吹

鳴 

③にしわき防

災ネット及び

緊急速報メー

ルによるメー

ル配信 

④区長会・自

治会に協力を

求め、口頭伝

達 

⑤広報車、消

防車、携帯マ

イクによる放

送 

⑥ホームペー

ジ 

⑦放送事業者

への報道要請 

⑧戸別に口頭

伝達（状況に

より） 

避難指

示 

①当該地域又は土地建物等に災 

害が発生するおそれがあるとき。 

②状況が更に悪化し、避難すべ

き時期が切迫した場合又は災害

が発生し、現場に残留者がある

とき。 

③ (1)洪水、 (2)土砂災害に定 

める発令の目安（別表）に達し、 

災害が発生するおそれがあると

き。 

 

 

 

①指示者 

②対象地区 

③避難経路 

④避難場所 

⑤服装､携行

品 

⑥避難行動時

の注意事項 

緊急安

全確保 

可能な範囲で、災害が実際に発

生していることを把握した場合 
 

３章 

４節 

第１ 

２ 

169頁 

■避難の実施基準 

種別 条件 伝達内容 伝達方法 

避難準

備・高

齢者等

避難開

始 

①気象条件等により過去の災害

発生例、地形等から判断すれば

災害発生のおそれがあり、事態

の推移によっては避難勧告、避

難指示等を行うことが予想され

るとき。 

② (1)洪水、 (2)土砂災害に定 

める発令の目安（別表）に達し、 

災害が発生するおそれがあると

き。 

①避難準備

（要援護者は

避難開始）を

すべき理由 

②対象地区 

③携行品 

④その他注意 

①防災行政無

線 

②サイレン吹

鳴 

③にしわき防

災ネット及び

緊急速報メー

ルによるメー

ル配信 

④区長会・自

治会に協力を

求め、口頭伝

達 

⑤広報車、消

防車、携帯マ

イクによる放

送 

⑥ホームペー

ジ 

⑦放送事業者

への報道要請 

⑧戸別に口頭

伝達（状況に

より） 

避難勧

告 

①当該地域又は土地建物等に災 

害が発生するおそれがあるとき。 

② (1)洪水、 (2)土砂災害に定 

める発令の目安（別表）に達し、 

災害が発生するおそれがあると

き。 

①勧告・指示

者 

②対象地区 

③避難経路 

④避難場所 

⑤服装､携行

品 

⑥避難行動時

の注意事項 

避難指

示（緊

急 

①状況が更に悪化し、避難すべ

き時期が切迫した場合又は災害

が発生し、現場に残留者がある

とき。 

② (1)洪水、 (2)土砂災害に定 

める発令の目安（別表）に達し、 

災害が発生するおそれがあると

き。 

災害発

生情報 

可能な範囲で、災害が実際に発

生していることを把握した場合 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

２ 

170 頁 

(1) 洪水 

■避難指示等の発令の目安（洪水） 

種類  河川水位の観測が行われ

ているが、予測は行われて

いない河川 

（水位情報周知河川等） 

 河川水位の観測と予測が行

われていない河川 

高齢者

等避難 

 避難判断水位に到達し、

更に水位が上昇するおそれ

があるとき。 

 近隣での浸水や、河川の増水、 

当該地域の降雨状況や降雨予測 

等により浸水の危険が高いとき。 

避難指

示 

 

 氾濫危険水位（特別警戒

水位）に到達し、更に水位

が上昇するおそれがあると

き。 

 堤防高に水位が到達するお

それがあるとき。 

 近隣で浸水が拡大している

とき。 

 河川管理施設の異常（漏水等）を確認したとき。 

 河川管理施設の決壊、大

規模異常（亀裂、大きな漏

水等）、越水を確認したと

き。 

 堤防高に水位が到達したと

き。 

 近隣で浸水が床上に及んで

いるとき。 

緊急安

全確保 

 災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能

な範囲で発令する。 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

170頁 

(1) 洪水 

■避難指示等の発令の目安（洪水） 

種類  河川水位の観測が行われ

ているが、予測は行われて

いない河川 

（水位情報周知河川等） 

 河川水位の観測と予測が行

われていない河川 

避難準

備 

・高齢

者等避

難開始 

 避難判断水位に到達し、

更に水位が上昇するおそれ

があるとき。 

 近隣での浸水や、河川の増水、 

当該地域の降雨状況や降雨予測 

等により浸水の危険が高いとき。 

避難勧

告 

 氾濫危険水位（特別警戒

水位）に到達し、更に水位

が上昇するおそれがあると

き。 

 堤防高に水位が到達するお

それがあるとき。 

 近隣で浸水が拡大している

とき。 

 河川管理施設の異常（漏水等）を確認したとき。 

避難指

示（緊

急） 

 河川管理施設の決壊、大

規模異常（亀裂、大きな漏

水等）、越水を確認したと

き。 

 堤防高に水位が到達したと

き。 

 近隣で浸水が床上に及んで

いるとき。 

災害発

生情報 

 災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能

な範囲で発令する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

２ 

171 頁 

(2) 土砂災害 

■避難指示等の発令の目安（土砂災害） 

種類 現地情報による基準 土砂災害警戒基準雨量（消防庁） 

高齢

者等

避難 

 

 

 

 

・近隣で前兆現象（湧き水

・地下水が濁り始めた、水

量の変化等）が発見された

とき。 

 当日の

日雨量が

50mmを超 

えたとき。 

 当日の

日雨量が

80mmを超 

えたとき。 

 当日の

日雨量が 

100mmを

超えたと

き。 

避難

指示 

・近隣で前兆現象（渓流付

近で斜面崩壊、斜面のはら

み、擁壁・道路等にクラッ

ク発生等）が発見されたと

き。 

・近隣で土砂災害が発生し

たとき。 

・近隣で土砂移動現象、前

兆現象（山鳴り、流木の流

出、斜面の亀裂等）が発見

されたとき。 

 当日の

日雨量が

50mmを超

え、時間

雨量が30 

mm程度の

強雨が降

り始めた

とき。 

 当日の

日雨量が

80mmを超

え、時間

雨量が30 

mm程度の

強雨が降

り始めた

とき。 

 当日の

日雨量が 

100mmを

超え、時

間雨量が

30mm程度

の強雨が

降り始め

たとき。 

緊急

安全

確保 

・災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範

囲で発令する。 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

171頁 

(2) 土砂災害 

■避難指示等の発令の目安（土砂災害） 

種類 現地情報による基準 土砂災害警戒基準雨量（消防庁） 

避難

準備 

・高

齢者

等避

難開

始 

・近隣で前兆現象（湧き水

・地下水が濁り始めた、水

量の変化等）が発見された

とき。 

 当日の

日雨量が

50mmを超 

えたとき。 

 当日の

日雨量が

80mmを超 

えたとき。 

 当日の

日雨量が 

100mmを

超えたと

き。 

避難

勧告 

・近隣で前兆現象（渓流付

近で斜面崩壊、斜面のはら

み、擁壁・道路等にクラッ

ク発生等）が発見されたと

き。 

 

 当日の

日雨量が

50mmを超

え、時間

雨量が30 

mm程度の

強雨が降

り始めた

とき。 

 当日の

日雨量が

80mmを超

え、時間

雨量が30 

mm程度の

強雨が降

り始めた

とき。 

 当日の

日雨量が 

100mmを

超え、時

間雨量が

30mm程度

の強雨が

降り始め

たとき。 

避難

指示

（緊

急） 

・近隣で土砂災害が発生し

たとき。 

・近隣で土砂移動現象、前

兆現象（山鳴り、流木の流

出、斜面の亀裂等）が発見

されたとき。 

同上 同上 同上 

災害

発生

情報 

・災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範

囲で発令する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第１ 

３ 

171 頁 

172 頁 

３ 避難情報の伝達 

  市（本部事務局）は、警報等の収集・伝達方法に準じて、警察署、

消防団、消防本部、自治会、自主防災会等の協力を得て市民等への周

知徹底を図る。 

  避難指示等を行う際、次に掲げる事項を伝達し、避難行動の迅速化

と安全確保を図る。 

 (1) 避難指示等の発令者 

 (2) 避難指示等を発令した対象地区名 

 (3)～(5) （略） 

 

種類 発令の意図 市民等に求める避難行動 

高齢者等

避難 

【警戒レ

ベル３】 

 災害発生の危険

性があり、市民に

避難の準備を求め

る。また、避難に

時間を要する市民

には避難の開始を

求める 

○対象地区の市民は、戸別受信機を高 

 いところに移動させ、最小限の毛布、

衣類、薬、タオル、水、食料、懐中 

 電灯（冬はカイロ）等を用意し、周 

 りの状況により自主避難する。 

○対象地区のお年寄り、障害のある人、 

 小さい子供のある人等要援護者は避

難を開始する。 

避難指示 

【警戒レ

ベル４】 

 災害により被害

が発生する危険性

が高まり、市民に

避難の開始を求め

る。 

○対象地区の市民は、近所の人にも声

をかけて、複数で避難を開始する。 

○対象地区以外の市民は、周りの状況

により自主避難する。 

 

３章 

４節 

第１ 

３ 

171頁 

172頁 

３ 避難情報の伝達 

  市（本部事務局）は、警報等の収集・伝達方法に準じて、警察署、

消防団、消防本部、自治会、自主防災会等の協力を得て市民等への周

知徹底を図る。 

  避難勧告・指示等を行う際、次に掲げる事項を伝達し、避難行動の

迅速化と安全確保を図る。 

 (1) 避難勧告・指示等の発令者 

 (2) 避難勧告・指示等を発令した対象地区名 

 (3)～(5) （略） 

 

種類 発令の意図 市民等に求める避難行動 

避難準

備・高齢

者等避難

開始 

【警戒レ

ベル３】 

 災害発生の危険

性があり、市民に

避難の準備を求め

る。また、避難に

時間を要する市民

には避難の開始を

求める 

○対象地区の市民は、戸別受信機を高 

 いところに移動させ、最小限の毛布、

衣類、薬、タオル、水、食料、懐中 

 電灯（冬はカイロ）等を用意し、周 

 りの状況により自主避難する。 

○対象地区のお年寄り、障害のある人、 

 小さい子供のある人等要援護者は避

難を開始する。 

避難勧告 

【警戒レ

ベル４】 

 災害により被害

が発生する危険性

が高まり、市民に

避難の開始を求め

る。 

○対象地区の市民は、近所の人にも声

をかけて、複数で避難を開始する。 

○対象地区以外の市民は、周りの状況

により自主避難する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第２ 

３ 

173 頁 

 

 

 

３章 

４節 

第３ 

２ 

175 頁 

 

避難指示

【警戒レ

ベル４】 

 災害により被害

が発生する危険性

が更に高まり、市

民に避難の完了を

求める。 

○対象地区の市民は、直ちに避難を完

了する。 

○避難所まで移動できない場合は、自

宅又は近くの高い場所に移動する。 

緊急安全

確保 

【警戒レ

ベル５】 

 災害が実際に発

生していることを

把握した場合に、

可能な範囲で発令

し命を守るための

最善の行動を求め

る。 

○屋内での退避等を含めて命を守るた

めの最善の行動をとる。 

 

第２ 避難の方法 

３ 避難の誘導 

  ～ 

  なお、あらかじめ名簿や個別避難計画等により災害時要援護者を把

握しておくとともに、自治会、自主防災会、地域の協力を得て、避難

誘導と確認に努める。 

  また、状況によっては避難に自家用車を使用しないように指導する。 

 

第３ 避難所の開設・運営 

２ 避難所の開設 

 (1) 避難所の開設 

  ① 市（福祉部、教育部、総務部、都市経営部）、自治会及び自主

防災会は、市民が自主避難したとき、若しくは高齢者等避難、避

難指示を発令したとき、又は市民が住家に被害を受け、居住場所

を失ったとき、避難所を開設する。避難所のうち、補助避難所に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第２ 

３ 

173頁 

 

 

 

３章 

４節 

第３ 

２ 

175頁 

 

 

避難指示

（緊急）

【警戒レ

ベル４】 

 災害により被害

が発生する危険性

が更に高まり、市

民に避難の完了を

求める。 

○対象地区の市民は、直ちに避難を完

了する。 

○避難所まで移動できない場合は、自

宅又は近くの高い場所に移動する。 

災害発生

情報 

【警戒レ

ベル５】 

 災害が実際に発

生していることを

把握した場合に、

可能な範囲で発令

し命を守るための

最善の行動を求め

る。 

○          命を守るため 

 の最善の行動をとる。 

 

第２ 避難の方法 

３ 避難の誘導 

  ～ 

  なお、あらかじめ名簿        により災害時要援護者を把

握しておくとともに、自治会、自主防災会、地域の協力を得て、避難

誘導と確認に努める。 

  また、状況によっては避難に自家用車を使用しないように指導する。 

 

第３ 避難所の開設・運営 

２ 避難所の開設 

 (1) 避難所の開設 

    市（福祉部、教育部、総務部、都市経営部）、自治会及び自主

防災会は、市民が自主避難したとき、若しくは避難準備・高齢者

等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令したとき、又は

市民が住家に被害を受け、居住場所を失ったとき、避難所を開設 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第３ 

３ 

176 頁 

   ついては、大規模な洪水・土砂災害等により、他の指定避難所の

受入能力を超える場合又は超えると予測される場合に開設する。 

    また、福祉部は福祉避難所の開設の調整を行う。 

  ② 市（くらし安心部、教育部）は、災害の規模にかんがみ、必要 

   な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努めるものとする。 

  ③ 市（くらし安心部、教育部）は、指定避難所のライフラインの

回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討することとする。 

  ④ 市（くらし安心部、教育部）は、避難所を開設した場合に関係

機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等

を適切に県に報告し、県は、その情報を国（内閣府等）に共有す

るよう努めることとする。 

  ⑤ 市（くらし安心部、教育部）は、避難所での３密（密閉・密

集・密接）を回避することにより、指定避難所等だけでは、想定

収容人員の不足が生じる等の場合には、ホテルや旅館等の避難所

としての活用等を検討することとする。 

  ⑥ 市（くらし安心部、教育部）は、特定の指定避難所に避難者が

集中し、収容人数を超えることを防ぐため、可能な限り多くの避

難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

るものとする。 

 

 

３ 避難所の運営 

 (1) （略） 

 (2) 運営管理 

  ①～⑦ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第３ 

３ 

176頁 

   する。避難所のうち、補助避難所については、大規模な洪水・土

砂災害等により、他の指定避難所の受入能力を超える場合又は超

えると予測される場合に開設する。 

    また、福祉部は福祉避難所の開設の調整を行う。 

  （新設） 

 

  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

 

３ 避難所の運営 

 (1) （略） 

 (2) 運営管理 

  ①～⑦ （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第３ 

３ 

176 頁 

  ⑧ 指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの

発生を防止するため、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず

安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・

ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性

や子ども等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警

察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報

の提供を行うよう努めるものとする。 

  ⑨ 常に災害対策本部と情報連絡を行い、正しい情報を避難者に広

報し、デマ等の流布防止と不安の解消に努める。 

  ⑩ 避難所が万一危険になった場合、再避難等についての対策を講

じ、混乱のないよう適切な処置を講じる。 

  ⑪ 避難所内に傷病人がいることを認めた場合は、速やかに適切な

処置を講じる。 

  ⑫ 避難所の状況により仮設トイレを設置する。その確保が困難な

場合は、県にあっせん等を依頼する。 

  ⑬ 仮設風呂及び洗濯機を設置する。その確保が困難な場合は、県

を通じて、民間業者や自衛隊への協力要請をする。 

  ⑭ 必要により、県警察本部と十分連携を図りながら、避難所パト

ロール隊による巡回活動を実施する。なお、市で対応が困難な場

合は、県が実施する。 

  ⑮ 避難者のプライバシーの保護、男女のニーズの把握などを行

う。 

  ⑯ 避難所開設にあたり、事前に運営スタッフの健康チェック・検

温の実施、十分な避難スペース等の確保、衛生物資等の設置を行

う。避難者の受け入れにあたっては、避難者受付前に健康チェッ

ク・検温等を行うほか、身体的距離の確保、換気の励行、体調不

良者等の分離など感染症対策に留意した避難所運営を行うことと

する。 

  ⑰ 避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わ

らず適切に受け入れることとする。 

３章 

４節 

第３ 

３ 

176頁 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 常に災害対策本部と情報連絡を行い、正しい情報を避難者に広

報し、デマ等の流布防止と不安の解消に努める。 

  ⑨ 避難所が万一危険になった場合、再避難等についての対策を講

じ、混乱のないよう適切な処置を講じる。 

  ⑩ 避難所内に傷病人がいることを認めた場合は、速やかに適切な

処置を講じる。 

  ⑪ 避難所の状況により仮設トイレを設置する。その確保が困難な

場合は、県にあっせん等を依頼する。 

  ⑫ 仮設風呂及び洗濯機を設置する。その確保が困難な場合は、県

を通じて、民間業者や自衛隊への協力要請をする。 

  ⑬ 必要により、県警察本部と十分連携を図りながら、避難所パト

ロール隊による巡回活動を実施する。なお、市で対応が困難な場

合は、県が実施する。 

  ⑭ 避難者のプライバシーの保護、男女のニーズの把握などを行

う。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

４節 

第３ 

５ 

176 頁 

 

 

 

 

３章 

５節 

３ 

179 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

６節 

第１ 

183 頁 

４ （略） 

５ 大規模災害時における広域避難・広域一時滞在 

 (1) 県及び他市町との協議 

  市（本部事務局）は、市内での避難者の受入れが困難な場合は、次 

 の事項を明らかにして、市域外での避難者の受入れを県に報告の上、 

 他市町と協議する。また、県内市町のみで受入れが難しい場合は、県 

 に他の都道府県と受入れを協議するよう求める。 

  ①～⑤ （略） 

 

第５節 住宅の確保 

３ 住宅の応急修理 

 (1) 住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自

らの資力をもって住宅の応急修理を実施できない者（半壊及び準半

壊）又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程

度に住家が半壊した者（「大規模半壊」）に対し、そのままでは住

むことができない状態にあるが、破損箇所に手を加えれば何とか日

常生活を営むことができる場合に、居室、炊事場、便所など最小限

に必要な部分について、応急修理を実施することとする。 

 (2) 建築業者の不足や、建築資機材の調達が困難であるときは、県に

対し可能な限り次の事項を示してあっせん、調達を依頼する。 

  ① 被害戸数（大規模半壊、半焼・半壊、準半壊） 

 

第６節 食料・飲料水及び物資の供給 

第１ 食料の供給 

１～５ （略） 

６ 輸送 

  市（応援部）は、各市町の物資輸送拠点を設定し、兵庫県トラック

協会をはじめ民間物流事業者と連携して、物資輸送拠点から避難所等

まで円滑に物資を輸送できるよう、調整を行う。 

３章 

４節 

第３ 

５ 

176頁 

 

 

 

 

３章 

５節 

３ 

179頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

６節 

第１ 

183頁 

４ （略） 

５ 大災害時の措置 

 (1) 県への要請 

  市（本部事務局）は、市内での避難者の受入れが困難な場合は、次

の事項を明らかにして、市域外での避難者の受入れを県に要請する。 

 

 

  ①～⑤ （略） 

 

第５節 住宅の確保 

３ 住宅の応急修理 

 (1) 住宅が半壊又は半焼した者のうち、自らの資力をもって住宅の応

急修理を実施できない者に対し、居室、炊事場、便所等最小限度の

日常生活を維持するために必要な部分について、応急修理を実施す

る。 

 

 

 

 (2) 建築業者の不足や、建築資機材の調達が困難であるときは、県に

対し可能な限り次の事項を示してあっせん、調達を依頼する。 

  ① 被害戸数（      半焼・半壊    ） 

 

第６節 食料・飲料水及び物資の供給 

第１ 食料の供給 

１～５ （略） 

（新設） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

７節 

第１ 

２ 

188 頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

７節 

第３ 

１ 

189 頁 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

８節 

第１ 

３ 

193 頁 

第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等 

第１ 健康対策 

２ 巡回栄養相談の実施 

  市（くらし安心部）は、巡回栄養相談について次の措置を講じる。 

 (1) 災害時における行政栄養士活動ガイドラインに基づき、県栄養士

会等関係団体と協力して、避難所や仮設住宅、給食施設等を巡回

し、被災者等の栄養状況を把握し、早期に栄養状態を改善するため

栄養士による巡回栄養相談等を実施する。 

   また、県は、給食施設等の巡回指導等を実施するものとされてい

る。 

 

第３ 感染症対策 

１ 感染症対策活動 

 (1) 感染症対策組織の設置及び感染予防対策 

   県に準じて感染症対策組織を設置し、感染症対策を推進する。 

  ア 感染症予防のための手洗いの励行や清掃等の衛生対策に努める

こととする。 

  イ 市（くらし安心部）は、被災地において新型コロナウイルス感

染症を含む感染症の発生、拡大がみられる場合は、関係課が連携

して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。 

 

 

第８節 災害時要援護者支援対策 

第１ 高齢者、障害者等の支援 

３ 避難対策 

  市（福祉部）は、要援護者支援班を中心に自治会、自主防災会、民

生委員・児童委員、消防団の協力のもと次の対策を行う。 

 (1) 名簿等の活用により安否確認や居宅に取り残された要援護者の迅

速な発見を行う。 

３章 

７節 

第１ 

２ 

188頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

７節 

第３ 

１ 

189頁 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

８節 

第１ 

３ 

193頁 

第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等 

第１ 健康対策 

２ 巡回栄養相談の実施 

  市（くらし安心部）は、巡回栄養相談について次の措置を講じる。 

 (1) 県と協力して、避難所や仮設住宅、給食施設等を巡回し、被災者

等の栄養状況を把握し、早期に栄養状態を改善するため栄養士によ

る巡回栄養相談等を実施する。 

   また、県は、給食施設等の巡回指導等を実施するものとされてい

る。 

 

 

第３ 感染症対策 

１ 感染症対策活動 

 (1) 感染症対策組織の設置         

   県に準じて感染症対策組織を設置し、感染症対策を推進する。 

  （新設） 

 

  （新設） 

 

 

 

 

 

第８節 災害時要援護者支援対策 

第１ 高齢者、障害者等の支援 

３ 避難対策 

  市（福祉部）は、要援護者支援班を中心に自治会、自主防災会、民

生委員・児童委員、消防団の協力のもと次の対策を行う。 

 (1) 名簿等の活用により     居宅に取り残された要援護者の迅

速な発見を行う。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

10 節 

第 1 

1 

197 頁 

第１０節 災害情報等の提供と相談活動 

第１ 災害広報 

１ 広報の内容 

時期 広報事項 

増水期 ○台風・気象情報 

○河川情報（基準水位への到達情報、河川水位の橋桁まで 

の余裕高等） 

○災害対策の状況（本部の設置状況、対策の現況と予定等） 

○被害状況（浸水、道路冠水、土砂災害箇所等） 

○道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

○公共交通機関の運行状況 

○ライフラインの状況(被害状況、利用規制･自粛呼びかけ、 

代替サービスの案内、二次被害防止措置等) 

○避難情報（高齢者等避難情報） 

氾濫期 ○避難情報（避難指示とその理由、避難所等） 

○パニック防止の呼びかけ 
 

３章 

10節 

第1 

1 

197頁 

第１０節 災害情報等の提供と相談活動 

第１ 災害広報 

１ 広報の内容 

時期 広報事項 

増水期 ○台風・気象情報 

○河川情報（基準水位への到達情報、河川水位の橋桁まで 

の余裕高等） 

○災害対策の状況（本部の設置状況、対策の現況と予定等） 

○被害状況（浸水、道路冠水、土砂災害箇所等） 

○道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

○公共交通機関の運行状況 

○ライフラインの状況(被害状況、利用規制･自粛呼びかけ、 

代替サービスの案内、二次被害防止措置等) 

○避難情報（避難準備情報） 

氾濫期 ○避難情報（避難勧告・指示とその理由、避難所等） 

○パニック防止の呼びかけ 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

10 節 

第 1 

４ 

199 頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

12 節 

第３ 

２ 

206 頁 

４ 報道機関への対応 

 (3) 緊急警報放送の要請 

   市（総務部）は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合

で、多くの人命、財産を保護するため、避難指示等緊急に市民に対

し周知する必要がある場合は、ＮＨＫ神戸放送局に対して、災害対

策基本法（昭和36年法律第 223号）第57条に基づいた無線局運用規

則（昭和25年電波監理委員会規則第17号）第 138条の２に定める緊

急警報信号を使用した放送（以下「緊急警報放送」という。）の要

請をすることを県知事に依頼する。ただし、やむを得ない場合は、

放送局に直接連絡する。 

 

第１２節 廃棄物対策 

第３ がれき処理対策 

２ がれき処理の実施方法 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他 

   市（建設水道部）は、災害時に、適切な管理のなされていない空 

  家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置として、

必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支 

  障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

３章 

10節 

第1 

４ 

199頁 

 

 

 

 

 

 

３章 

12節 

第３ 

２ 

206頁 

４ 報道機関への対応 

 (3) 緊急警報放送の要請 

   市（総務部）は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合

で、多くの人命、財産を保護するため、避難勧告等緊急に市民に対

し周知する必要がある場合は、ＮＨＫ神戸放送局に対して、災害対

策基本法（昭和36年法律第 223号）第57条に基づいた無線局運用規

則（昭和25年電波監理委員会規則第17号）第 138条の２に定める緊

急警報信号を使用した放送（以下「緊急警報放送」という。）の要

請をすることを県知事に依頼する。ただし、やむを得ない場合は、

放送局に直接連絡する。 

 

第１２節 廃棄物対策 

第３ がれき処理対策 

２ がれき処理の実施方法 

 (1)～(3) （略） 

 （新設） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

14 節 

２ 

210 頁 

第１４節 災害ボランティアの要請・受入れ 

２ 災害ボランティアの受入れ 

 (1) （略） 

 (2) 災害ボランティアの確保と調整 

   災害ボランティアセンターは、被災地域におけるボランティアニ 

  ーズをみながら、市（総務部）、日本赤十字社、地元や外部から被 

  災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等と連携し、必要な災害ボランテ 

  ィアの確保とそのコーディネート及び情報提供などを行うとともに、 

  ボランティアが円滑に活動できるための各種の支援に努める。 

 

 (3) 災害ボランティアの受入れ・派遣に当たっての基本事項 

   ボランティアの受入窓口、ボランティア団体、ボランティア・コ 

  ーディネート機関等は、ボランティアの受入れ、派遣に当たっては、

特に、次の事項に留意する。 

  ①～⑧ （略） 

  ⑨ 市（総務部）は、災害ボランティアと自主防災組織等地域住民

との連携や円滑な関係づくりに努めること。 

  ⑩ 感染症の拡大が懸念される状況下では、市（総務部）は、感染

予防措置を徹底することとする。また、ボランティア関係機関に

対し感染予防措置の周知徹底を図ることとする。 

 

 (4) 市の支援 

   市（総務部）は、災害ボランティアセンターの開設に対し、必要

に応じて公共施設等の活動場所、資機材、情報の提供を行うととも

に、社会福祉協議会職員、ボランティアコーディネーター等と活動

についての調整を行う。 

   なお、県から事務の委任を受けた市（総務部）は、共助のボラン

ティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社

会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する場

合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の

対象とすることができる。 

３章 

14節 

２ 

210頁 

第１４節 災害ボランティアの要請・受入れ 

２ 災害ボランティアの受入れ 

 (1) （略） 

 (2) 災害ボランティアの確保と調整 

   災害ボランティアセンターは、被災地域におけるボランティアニー

ズをみながら、市（総務部）、日本赤十字社、各ボランティア団体と

連携し、必要な災害ボランティアの確保とそのコーディネート及び情

報提供などを行うとともに、ボランティアが円滑に活動できるための

各種の支援に努める。 

 

 (3) 災害ボランティアの受入れ・派遣に当たっての基本事項 

   ボランティアの受入窓口、ボランティア団体、ボランティア・コ 

  ーディネート機関等は、ボランティアの受入れ、派遣に当たっては、

特に、次の事項に留意する。 

  ①～⑧ （略） 

  （新設） 

 

  （新設） 

 

 

 

 (4) 市の支援 

   市（総務部）は、災害ボランティアセンターの開設に対し、必要

に応じて公共施設等の活動場所、資機材、情報の提供を行うととも

に、社会福祉協議会職員、ボランティアコーディネーター等と活動

についての調整を行う。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

17 節 

第１ 

１ 

213 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７節 ライフラインの応急対策 

担

当 

関係機

関 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、（一財）

兵庫県LPガス協会、西日本電信電話株式会社、株式会社

ＮＴＴドコモ関西支社、ＮＴＴコミュニケーションズ株

式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイル株式

会社 

第１ 電力の確保 

１ 市 

  市（本部事務局、都市経営部）は、次の措置を講じる。 

 (1) 被害状況等の情報収集 

   関西電力および関西電力送配電のほか、警察署等と連携し、被害

状況等の情報収集に努める。  

 (2) （略） 

 (3) 優先復旧等 

  ① 応急対策上の必要性や被害状況等を勘案して、重要施設やその

他特に必要があると認める施設については、関西電力および関西 

   電力送配電に対し、当該施設等を優先的に復旧するよう要請する。 

  ② 関西電力および関西電力送配電から復旧用資機材置場の確保等

の応援を求められたときは、応急対策に支障のない範囲で支援を

行う。 

  ③ 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し特に必要があると認

めるときは、関西電力および関西電力送配電に対し、送電停止を

含む適切な危険予防措置を講じるよう要請する。 

  ④ 重要施設等の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が

必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成し、

関西電力送配電に電源車等の配備を要請するよう努めることとす

る。 

３章 

17節 

第１ 

１ 

213頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７節 ライフラインの応急対策 

担

当 

関係機

関 

関西電力株式会社            、（一財）

兵庫県LPガス協会、西日本電信電話株式会社、株式会社

ＮＴＴドコモ関西支社、ＮＴＴコミュニケーションズ株

式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイル株式

会社 

第１ 電力の確保 

１ 市 

  市（本部事務局、都市経営部）は、次の措置を講じる。 

 (1) 被害状況等の情報収集 

   関西電力           のほか、警察署等と連携し、被害

状況等の情報収集に努める。 

 (2) （略）  

 (3) 優先復旧等 

  ① 応急対策上の必要性や被害状況等を勘案して、        

    特に必要があると認める施設については、関西電力      

        に対し、当該施設等を優先的に復旧するよう要請する。 

  ② 関西電力          から復旧用資機材置場の確保等

の応援を求められたときは、応急対策に支障のない範囲で支援を

行う。 

  ③ 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し特に必要があると認

めるときは、関西電力          に対し、送電停止を

含む適切な危険予防措置を講じるよう要請する。 

  （新設） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

17 節 

第１ 

２ 

213 頁 

 

３章 

17 節 

第１ 

２ 

214 頁 

２ 関西電力及び関西電力送配電株式会社 

 (1) 対策本部の設置 

 

機 関 名  関西電力送配電株式会社 兵庫支社 

 

 (2)～(4) （略） 

 (5) 災害時における危険予防措置 

   電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として送電を継続

するが、水害及び火災の拡大等に伴い感電等の二次災害のおそれが

ある場合で、関西電力および関西電力送配電が必要と認めた場合又

は警察、消防機関から送電停止の要請があった場合には、送電停止

を含む適切な危険防止措置を講じる。 

 (6) 応急復旧用資材等の確保 

   応急復旧用資材等の確保は、主として次の事項について実施する。 

   ①～⑥ （略） 

 (7) 復旧用資機材置場の確保 

   災害時において、復旧用資機材としての用地確保の必要があり、

かつ、関西電力株式会社および関西電力送配電株式会社単独の交渉

によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する

必要がある場合等）には、県又は市町に要請して確保を図る。 

３章 

17節 

第１ 

２ 

213頁 

 

３章 

17節 

第１ 

２ 

214頁 

２ 関西電力             

 (1) 対策本部の設置 

 

機 関 名  関西電力株式会社送配電カンパニー 兵庫支社 

 

 (2)～(4) （略） 

 (5) 災害時における危険予防措置 

   電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として送電を継続

するが、水害及び火災の拡大等に伴い感電等の二次災害のおそれが

ある場合で、関西電力          が必要と認めた場合又

は警察、消防機関から送電停止の要請があった場合には、送電停止

を含む適切な危険防止措置を講じる。 

 (6) 応急復旧用資材 の確保 

   応急復旧用資材 の確保は、主として次の事項について実施する。 

   ①～⑥ （略） 

 (7) 復旧用資機材置場の確保 

   災害時において、復旧用資機材としての用地確保の必要があり、

かつ、関西電力株式会社              単独の交渉

によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する

必要がある場合等）には、県又は市町に要請して確保を図る。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

22 節 

第３ 

234 頁 

第２２節 公共土木施設等の応急復旧及び二次災害防止対策 

第３ 河川 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 市（建設水道部）は、管理する河川の改良工事若しくは修繕又は

復旧に関する工事や災害発生時の河川の維持（河川の埋塞に係るも

のに限る。）について、地域の実情を勘案して、実施に高度な技術

又は機械力を要すると認められる場合は、国に支援を要請すること

ができる。 

３章 

22節 

第３ 

234頁 

第２２節 公共土木施設等の応急復旧及び二次災害防止対策 

第３ 河川 

 (1)～(3) （略） 

 （新設） 
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